
借用証書及び資金別特約条項の見方

 借用証書には「日本政策金融公庫資金（農林水産事業）借入手続のご案
内」でお知らせした融資条件が記載されています。

 資金別特約条項は、お借入いただく資金制度ごとに内容が異なります。
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借用証書の表面をご確認ください。



欄 項目 内容・確認事項

Ａ 借用金額 お借入金額の合計が記載されます。

Ｂ 融資番号
融資番号が記載されます。以下Ｂ欄から
Ｉ欄までは融資番号毎に記載されます。

Ｃ 資金使途
お借入いただく資金制度の名称が記載さ
れます。

Ｄ
借用金額
内訳

融資番号毎のお借入金額が記載されます。
Ｄ欄の合計がＡ欄の借用金額となります。

Ｅ 利率

契約日（貸付実行日）時点で、Ｃ欄の資
金をＦ欄の償還期限でご利用いただく場
合の適用利率が記載されます。
「借入手続のご案内」でお知らせした利
率と同じ又は低い利率となっていること
をご確認ください。

Ｆ 償還期限 最終のご返済期日が記載されます。

印紙欄

電子契約の場合は、「電子契約」と記載
されます。
書面契約の場合は、Ａ欄の借用金額に応
じて必要となる収入印紙の額が記載され
ます。



欄 項目 内容・確認事項

Ｇ

償還方法
償還方法と年間の償還回数が記載
されます。

元利金及び据置期
間中利息の払込期
日

元利金（据置期間中の場合は利
息）の払込期日（約定日）が記載
されます。

据置期限
元金のご返済を据え置く最終の期
日が記載されます。

第１回元金償還日
元金のご返済が始まる第１回目の
約定日が記載されます。

毎回賦払金額

払込期日（約定日）毎の賦払金額
が記載されます。
償還方法が「元金均等」の場合は、
毎回賦払金額＋約定利息を払込期
日にお支払いいただきます。
償還方法が「元利均等」の場合は、
毎回賦払金額を払込期日にお支払
いいただきます。

その他の償還方法
償還方法が「その他」の場合は、
具体的な償還方法が本欄に記載さ
れます。



欄 項目 内容・確認事項

Ｈ
違約金料率
の基礎とな
る利率

借入金を決められた使途以外に使用した
場合や借入限度額を超えることとなった
場合などに、違約金をお支払いいただく
場合があります。
この場合の違約金料率は、Ｈ欄の利率か
らＥ欄の利率を控除した率となります。

I
遅延損害金
利率

ご返済が払込期日（約定日）よりも遅れ
た場合は、ご返済いただく元金に対して
Ⅰ欄の利率により算出した遅延損害金を
お支払いいただきます。

Ｊ
貸付受入金
払出期限

借入金を一旦貸付受入金に受け入れる場
合のご送金の期限です。ご契約日（貸付
実行日）から12カ月後の応当日の前日の
日付となります。

貸付受入金とは、資金を必要とするまでの間、
借入金の全部又は一部を公庫に預託していた
だく制度です。貸付受入金にお利息はかかり
ません。

Ｋ 取扱支店名

公庫の取扱支店になります。
公庫以外の取扱店からお借入の場合は、
「元利金支払場所」「受託金融機関名」
の記載が必要となります。



欄 項目 内容・確認事項

貸付実行日
ご契約日（金銭消費貸借契約の成立日）が記載されます。
ご契約日よりも前に、電子署名や実印の押印等のお手続きを完了
していただくこととなりますので、ご留意ください。

債務者欄
連帯保証人欄
物上保証人欄

住所及び氏名（法人の場合は名称、代表者の役職名及び氏名）が
記載されます。記載された欄に誤りがなく、記載内容が印鑑証明
書及び登記事項証明書と同じであることを確認してください。

資金
別
特約
条項

借入限度額
一部の資金制度については、借入限度額（融資対象事業費の
○○％に相当する額等）が定められています。

貸付条件の変更
（補助金が交付さ
れた場合の利率）

一部の資金制度については、借入金で行われる事業が事後的に国
の補助金等が交付される事業となった場合、借用証書Ｅ欄の約定
利率が資金別特約条項に記載された利率に変更となります。


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6

